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湖南市　部落差別解消推進法啓発
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「法律」は、みんなが安心して

気持ちよく生きるための約束ごとです。
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（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）

2016 年 12 月にできた
「差別をなくそう」という
部落差別解消推進法です。

ヘイトスピーチ解消法
（本

ほ ん

邦
ぽ う

外
が い

出
しゅっ

身
し ん

者
し ゃ

に対する不当な差別的言
げ ん

動
ど う

の解消に

 向けた取組の推進に関する法津）

※本邦外出身者とは、日本で生活する外国人のことです。

そして３つめは…

法 律
LAW

（目的）
第 一条　この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って

部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、（中略）部落差別の解消を
推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

部落差別の解消の推進に関する法律

新しく 3 つの約束ごとが加わりました。
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部落差別ってなに？

それって昔の話じゃないの？

新しい「法律」って必要なの？

部落差別は…
同和地区、 部落と呼ばれる特定の地域に生まれたこと、 そこに家族が住んでいることなどを理由に、差別することです。
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（基本理念）
第 二条　部落差別の解消に関する施策は、（中略）部落差別を解消する必要性に対す

る国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現
することを旨として、行われなければならない。

部落差別の解消の推進に関する法律

あなたは家を買おうとしています。

その家は日当たりがよく、

間
ま

取
ど

りも思っていた通りで、

交通や買い物にも便利な物
ぶ っ

件
け ん

です。

…でも部落の中にある。

あなたならどうしますか。
あなたの職場や親せきにも
聞いてみてください。

「同和」「部落」ってことばを
 聞くとドキッとする

結婚する時「部落出身」と

言おうか言わないか悩む

自分の子どもに
「あなたは部落出身者なんだよ」と
いつ言うか、それとも言わない方が

良いか考えている

部落だから「避
さ

ける」という意識がまだあります。

( 滋賀県「平成28年度人権に関する滋賀県民意識調査報告書」より）

あなたは、住宅を選ぶ際に、
近隣に同和地区があった場合、避けると思いますか。

避けると思う
どちらかといえば避けると思う

どちらかといえば避けないと思う
避けないと思う
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あなたの意識は・・・・ 部落出身者の不安



部落出身者として生きる －私の選択－
大阪在住　T.O さん

　私は被差別部落にルーツを持つ者です。母は部落に生まれ

ました。父は部落にルーツはありません。そして、私はこれ

まで一度も部落で暮らしたことはありません。あえて自分の

立場を言わなければ、誰にも指
し

摘
て き

されることなく一生を終え

る可能性もあります。

　一方で、「言わなくても」、意
い

図
と

的
て き

に私のルーツを誰かが暴
あ ば

き、

差別の材料にする可能性もあります。本音を言えば、今でも

職場で自分のことを話すのに勇気がいるときがあります。「部

落」ということばが聞こえてきたらドキッとして不安に思うと

きもあります。

　それでも、「部落」という記号で自分が蔑
さげす

まれる理由はない

と思っています。だから、「当
と う

事
じ

者
し ゃ

」として差別はおかしいと

声にだして生きることを選びました。

　子どもたちには、差別によって自分の人生をあきらめたり、

心がポキッと折れたりしない強さやしなやかさを身につけて

欲しいと願っています。

　そのためには、私や夫がそれぞれの

立場で差別ときちんと向き合いおかし

いことにはおかしいと声をあげ、人を

人として尊敬し、つながり、人として恥

ずかしくない生き方を見せていくこと

が大切だと思っています。

法 律
LAW

（教育及び啓発）
第五条　国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
２ 　地方公共団体は、（中略）部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行

うよう努めるものとする。

部落差別の解消の推進に関する法律

めざしているのは…
誰が、部落出身者かわからないようにする、
どこが部落だったか見えなくすることではありません。

「私、部落に生まれました」
といっても、
「ここが部落」だと
わかっても
何の不

ふ

利
り

益
え き

も受けない
社会です。
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